
「アメリカの起こす無法な戦争に

日本を巻き込む有事法制は廃案」

「アメリカのイラク占領を許すな」と５

月１１日、「許すな有事法制！守ろう

憲法５・１１愛知県民集会」が名古屋

市中区の白川公園で開かれました。

集会は「テロと報復戦争反対、憲法

９条を守る愛知実行委員会」（労働

組合、市民団体、政党では共産・社

民・新社が参加）が開いたもので、

３０００人が参加。思いおもいのプラ

カードや横断幕を持った人たちの

姿が目立ちました。

主催者あいさつに立った成瀬昇

常任世話人は「有事法制をめぐる情勢は大変緊

迫している。職場、地域、草の根から反対の運

動を大きく広げよう」と訴えました。

各階層からは８人がリレートーク。労働組合を

代表して発言に立った自治労連愛知県本部の

長坂圭造書記次長は「もし有事法制が成立すれ

ば、公務員は仕事として戦争に協力しなければ

ならなくなる。私たちは“赤紙”を配るような仕事

は絶対したくない」と訴えました。

閉会のあいさつで愛労連の見崎徳弘議長は

「イラク戦争反対の時の集会にはマスコミが競っ

て取材に来ていたが、今日の集会はテレビカメ

ラ１台もない。有事法制が成立、発動するような

ことがあれば集会も規制されるし報道もされなく

なる。この危険な中身をもっともっと広く国民に

知らせ、大きな世論と運動でマスコミも取り上げ

ざるを得なくなる状況をつくり、必ず廃案に追い

込もう」と締めくくりました。

参加者は、「米国の起こす無法な戦争に自衛

隊と国民を強制動員する有事法案は廃案にしよ

う」とのアピールを採択し、２コースに分かれて

栄と名古屋駅まで元気にパレードしました。
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と き ６月４日（水）
１８:３０から

ところ 栄小公園
（名古屋市中区・三越北側）

※集会終了後、伏見交差点までデモ行進
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政府与党と民主、自由が有事法制をまともな審議もしないまま参議院での採決強行・成立を急ごうとして

いる中で、愛労連幹事会は５月２９日の第２０回幹事会で緊急アピールを発表しました。

【緊急アピール】

「修正」でも有事法制の危険な本質は変わらない！
参議院での採決強行を許さず、今こそ平和・護憲の声を上げよう

組合員のみなさん。
小泉内閣・与党・民主党は参院有事特別委員会での「参考人質疑」を６月３日におこなう

ことを委員長裁定で決定し、５日に総括質疑・委員会採決、６日の本会議での成立をねらっ
ています。
みなさん。与党と民主党の「修正」合意は「有事の範囲をどう整理するかという問題が修

正協議で素通り」（朝日）され「米国が日本の周辺国に対する先制攻撃に踏み切った場合、
政府が有事と認定し、日本が戦闘に巻き込まれる危険性も否定できない」（中日）ものです。
琉球新報がその社説で、有事法制は「有事に国民を守るというより、海外に攻めていく法律」
と喝破したようにアメリカの無法な侵略戦争に日本が加担してゆく危険性が各紙で指摘され
ています。
組合員のみなさん。今回の「修正」合意は、民主党が目玉とした「基本的人権の尊重」で

も「なお憲法上多くの重大な問題点が存在し、基本的人権侵害の危険性は解消されていない」
（日弁連・本林徹会長談話）という代物です。「有事」となれば、戦争協力の業務命令を拒
む労働者には処分が、土地・家屋の収用に協力しない住民には刑事罰が加えられる、反戦デ
モも集会も制限できる、というのが法の内容であり、政府答弁です。労働者・国民を罰則付
きで戦争に強制動員する憲法違反の悪法であって、この危険な本質は「修正」でも全く変わ
りません。政府・与党は、国民に法案の危険な問題点が知らされ、批判が拡がることを恐れ
るからこそ「修正」でごまかし、まともな審議もしないまま採決を急ごうとしているのでは
ないでしょうか。
組合員のみなさん。
憲法を踏みにじって日本を「戦争する国」にする有事法制は、何としても阻止しなければ

なりません。
いま大切なのはこの法案の危険な内容を一人でも多くの国民に知らせること、そのために

声を出し行動することです。参議院での採決強行を許さず、徹底審議を求め、戦争推進勢力
の企みを全力で打ち破ろうではありませんか。組合員のみなさんの職場・地域からの行動を、
心から呼びかけるものです。

２００３年５月２９日
愛知県労働組合総連合第２０回幹事会



５月１０日、名古屋市公会

堂で第１回権利討論集会が

開催されました。主催団体

を代表して、愛労連の見崎

徳弘議長が労働相談に寄

せられた相談として、働い

た残業代が支払われてい

ないので、社長に言ったら

「うちの会社は、“労基法”

に入っていないので適用

されない…」という実態を紹

介。「いま求められている

のは、泣き寝入りさせては

いけないこと、きちんと話し

合って、力になって、職場

で権利を守ることに努力したい」とあいさつしま

した。

基調報告として、愛労連の吉良多喜夫事務局

次長が「労働相談からみる実態」、東海労働弁

護団の海道宏実事務局長が「労働裁判の問題

点」、そして愛知争議団の黒島英和議長が「争

議団の報告」として、資料の『権利討論集会へ

の報告』を紹介しました。活動の内容は、個別

の争議を激励して相互に裁判の傍聴、活動の

交流などを強めていること。最近のとりくみでは、

東京の流れをくむ裁判長の「判決」に「労働者は

納得できない、許せない」という声に応えて、共

同の運動を呼びかけました。また、個別争議と

協力して３週連続で裁判所包囲宣伝にとりくみ

延べ１００名が参加し１万枚を越えるビラの配布、

裁判所要請を成功させました。最後に「総ての

争議の一日も早い解決、勝利できる運動をつくっ

ていきたい」と決意を表明しました。

自由法曹団愛知支部の福井悦子事務局長の

コーディネータで２時間を超える活発な討議の

なかで、中谷雄二弁護士が質問に答えるかた

ちで「裁判長を揺り動かすノウハウはよく準備を

して、①短期間に、②全国的な広がりのある、

③大量の『要請ハガキ運動』を」と提案しました。

まとめに立った自由法曹団愛知支部の加藤

洪太郎支部長は「誰がたたかうのかは、たたか

う労働者以外にいない。争議団と弁護団の奮闘

にかかっている。たたかう勢力として、いま必

要なのは、トータルな共同が求められているこ

と。お互いに頑張りましょう」としめくくりました。

（愛知争議団 事務局長 勅使河原勇）
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２００３年６月

■１日（日）

愛労連婦人協有事法案反対宣伝

（１３：３０～丸栄スカイル前）

■２日（月）

愛労連四役会議

（１４：００～愛労連会議室）

民主的公務員制度確立キャラバン昼休み集会

（１２：１５～名城東小公園）

■４日（水）

愛労連組織強化検討委員会

（１３：３０～愛労連会議室）

安保破棄実行委員会常任幹事会

（１３：３０～愛労連会議室）

有事法制廃案６．４県民集会

（１８：３０～栄小公園）

春の健康学校「パソコンであなたの健康は

大丈夫？その対策は」

（１８：３０～労働会館本館２F会議室）

■６日（金）

全国一般・日本オリーブ裁判

（１０：３０～名古屋地裁）

■７日（土）

愛高教定期大会

（９：４５～８日 大高公民館）

■８日（日）

あいち平和行進名古屋集中行進

ピースアクション２００３

（１３：００～若宮大通公園若宮広場）

■１１日（水）

あいち平和行進岐阜への引き継ぎ

愛労連第２１回幹事会

（１８：００～労働会館本館第１会議室）

■１４日（土）

全労連東海北陸ブロック女性交流集会

（～１５日 浜松）

■１５日（日）

愛知社保協定期総会

（１３：００～保険医協会伏見会議室）

■１８日（水）

安保破棄実行委員会常任幹事会

（１３：３０～愛労連会議室）

■２１日（土）

愛労連・地域労連研究集会

（１３：３０～２２日 犬山・臨江館）

■２２日（日）

あいちヘルパーのつどい

（１０：００～労働会館東館ホール）

■２４日（火）

NTTリストラ裁判支援共闘会議総会

（１８：３０～名古屋市教育館）

■２５日（水）

愛労連第２２回幹事会

（１３：３０～労働会館本館第１会議室）

■２８日（土）

名古屋中地域センター定期大会

（１３：００～丸の内会館）

全動労勝たせる会総会

（１３：００～労働会館東館ホール）

■２９日（日）

地域労組きずな定期大会

（１０：００～労働会館本館第１～３会議室）

第４９回母親大会

（１０：００～愛知県勤労会館ほか）

２００３年７月

■５日（土）

愛労連婦人協定期総会

（１３：００～労働会館東館ホール）

■１３日（日）

愛労連第２９回定期大会

（１０：００～名古屋国際会議場）
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